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公共調達における契約方式選択の経済分析 
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要旨 

 

 本論文1は，公共調達における契約方式選択の基準を示すため，契約理論を用いて一般競争入札，総合評価

方式，随意契約，コンペ・プロポーザル方式をモデル化し，それらの特徴を明らかにしつつ，自治体利得を

大きくするという観点から望ましい契約方式とは何かについて分析した。 

 キーワード：契約方式の選択，総合評価方式，随意契約，コンペ・プロポーザル方式 

 

1 本研究の意義 

本研究は，自治体の契約方式の選択に焦点をあて，各契約方式の特徴について望ましい契約

方式とは何かという観点から経済学的に分析したものである。 

国や自治体の契約，いわゆる公共調達に関する契約を経済学的に分析した研究は，入札改革

（金本(1993),(1999)など）や談合(Miura(1999)など)に関するものなど多数ある。その中で個別

の契約方式に立ち入った研究として，長期の随意契約について情報の非対称という観点から政

府のコミットメントや再交渉等を考慮しつつ望ましい契約デザインについて論じたもの(三浦

(2003))，また，同様の観点から総合評価方式における企業の落札行動の特性を明らかにし，そ

の問題点と対策を論じたもの(三浦(2008))等がある。 

これに対し，本研究では，一部に不完備契約理論の考え方を取り入れながら，一般競争入札，

総合評価方式，随意契約，コンペ・プロポーザル方式の４つの契約方式をモデル化し，契約方

式の選択が自治体の利得にどのような影響を与えるのかを，契約の財・サービスの関係特殊性，

投資の競争性などの契約を取り巻く諸要素を考慮に入れながら分析した。そして，これらの分

析により得られた結論を契約方式選択の基準として政策提言にまとめ，その法律学的な応用と
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して契約方式に関する現行自治令についての新しい解釈論と改正試案を示している。 

 1以降の論文の構成は以下のとおりである。まず，2で本研究の対象となる契約方式の概要と

特徴について述べ，3で各契約方式について契約理論によるモデルを構築し分析を試みる。そ

して，この結果を4で政策提言にまとめ，現行法令の解釈論・改正試案につなげた後，5で本稿

を結ぶ。 

 

2 自治体の契約の概要とその特徴 

地方自治法（以下「自治法」）及び地方自治法施行令（以下「自治令」）において規定され

ている契約方式は，「一般競争入札」「総合評価一般競争入札」「指名競争入札」「総合評価

指名競争入札」「随意契約」「せり売り」の６つある。これに加え，法令上の根拠はないもの

の，随意契約の一類型としてコンペ・プロポーザル方式がある。このうち，本論文の対象とな

る契約方式は，一般競争入札，総合評価方式，随意契約，コンペ・プロポーザル方式の４つ2と

する。以下では，これらの契約方式を，受注企業選択にあたり他者との競争性があるかという

観点と，その際に価格を重視するか，契約内容の質を重視するかという観点から分類する。 

一般競争入札3は，入札手続のため，受注企業選択にあたり競争性があり，最低入札価格者

落札原則が採用されているため落札において価格が重視されている。総合評価方式は，同じく

入札によるため競争性があるものの，価格と価格以外の要素の双方を総合的に評価し，もっと

も高い評価を得た者が落札者とされる。随意契約には競争的な随意契約と非競争的な随意契約

の二種類があり，前者は価格競争によるものの，その手続きは見積もり合わせのような簡易な

ものにとどまるが，後者はいわゆる特命随契といい，あらかじめ受注企業が特定し，価格や契

約内容の質は当事者の交渉により決まる。コンペ・プロポーザル方式は，まず，技術提案や企

画競争でもっともよい評価を得た者を受注企業として決定し，その後，交渉により価格等を決

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2
 「指名競争入札」は実質的に価格競争による手続であるため，一般競争入札と同じに扱う。「指名競争総

合評価方式」についても同様である。また，「せり売り」は，対象が動産のみに限定された売却のみの手続

なので検討の対象としない。 
3
 契約方式の名称について，一般的な名称と法令上の名称に食い違いがある。例えば，いわゆる総合評価方

式の法令上の名称は「総合評価一般競争入札」であり，法令上は「一般競争入札」の中に含まれて定義され

ている。本論文では，契約方式の名称について，通常の一般的な名称に従うが，法令上の名称によるときに

は「」をつけてこれを示すものとする。 
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定する。受注企業の選択に競争性があるといえるが，その際に契約内容の質のみが重視されて

いる手続であるといえる。 

以上の内容をまとめると，図2-1のようになる。 

図2-１：各契約方式の分類 

 

 

3 契約方式の契約理論モデル分析 

3.1 序 

 ３では，各契約方式について自治体をプリンシパルとし，受注企業をエージェントとする契

約理論モデルを構築し，分析を試みる。 

分析にあたり，契約方式の望ましさの基準として，契約から自治体（プリンシパル）が得る

ことができる利得が大きければ大きいほど望ましいとする。たとえ自治体の利得と受注企業の

利得の合計が大きくなるようなものでも，自治体が得ることのできる利得が小さいならば，望

ましい契約方式とはいえない4。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4 制度的な制約を考えない場合，自治体の利得を最大にするには，契約全体から発生する利得を最大にする

投資水準を企業に選択させたうえで，そのすべてを自治体が得るような契約を結べばよい。しかし，現実に

自治体が締結する契約は，制度的な制約から企業の事前投資が必要であったり，契約方式自体が利得の分配

を定めていたりするため，そのような契約を結ぶことができず，場合によっては契約全体の利得を最大化す

る投資水準以外のところで，自治体の利得が最大となる可能性がある。本論文では，このような契約方式に

よる制度的制約を考慮にいれたうえで，自治体の利得が最大となるような契約方式を望ましい契約方式と考

える。 
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プロポ式
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(指名競争含む）

少額契約

（競争型随意契約）

随意契約

（特命随契）
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なお，ここでは，プリンシパルたる自治体，および，エージェントである受注企業は，おの

おの自己の利益の最大化を求めて行動すると仮定する。市場には企業がn社存在し，すべての

企業の生産関数，投資関数は同じ，すなわち，すべて同じ費用構造であると仮定し，価格，場

合によって質で競争している状態にあるとする。さらに，自治体と企業の双方は対称的情報を

もち，危険中立的であり，談合や収賄などはないものとする。 

 以下では，まず3.2で少額契約を対象に取引費用の観点から分析し，次に3.3において対象と

した4つの契約方式について一般的に分析する。最後にこれらの結論を3.4でまとめる。 

 

3.2 取引費用による分析（少額契約について） 

少額契約とは，簡易な印刷製本委託，文具等の物品購入，小規模工事等のことである。これ

に対し取引費用とは，一般競争入札では入札に係る費用，随意契約では見積もり合わせに係る

費用のことであり，これは自治体側の負担となる。 

 この取引費用を組み入れたモデルを考える。まず，自治体が契約により得られる利得は，少

額契約では財・サービスの質はあまり変わらないと想定されることから，随意契約でも入札で

も同じであるとし， とする。次に，価格についてみると随意契約により決定される価格を  と

すると，入札では企業は価格競争を行うため，価格は限界費用  まで下がると考えられる。

さらに取引費用として，入札に係る費用を  ，見積もり合わせに係る費用を  とする。 

 以上から，一般競争入札，随意契約を選択した場合の自治体の利得は以下のとおりとなる。 

 (競争入札)：        (2.1) 

 (随意契約)：        (2.2) 

  

すなわち，           であるとき，(2.2)>(2.1)となるため，随意契約のほうが，自

治体の利得は高くなる。少額契約の対象となる財・サービスは代替的で汎用的なものが多く，

入札による価格下落の余地は小さいと考えられるため，価格は     となる。そのうえ取引

費用として，入札費用と見積もり合わせの費用を比較すると,      となるので，

           が成り立つ。したがって，随意契約のほうが自治体の利得を大きくするこ

とが分かる。 
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以上より，少額契約の場合には随意契約を選択するほうが望ましい。 

 

3.3 企業の投資水準と利得の分配による分析 

3.3.1 分析視角 

 一般的に，自治体と企業との間の契約で契約全体の利得を大きくするには，企業側が適切な

水準の投資を行い，契約内容の質の向上と費用の削減を図る必要がある。しかし企業は全体の

利得が大きくなるような投資水準を選択するわけではなく，諸般の事情を考慮にいれ，自身の

利得が最大となるような投資水準を決定する。一方，たとえ企業が全体の利得を大きくするよ

うな投資水準を選択したとしても企業側に有利に利得が分配されるような契約方式であれば，

自治体にとって望ましい契約であるとはいえない。すなわち，契約方式の選択は，契約により

発生した利得をいかに分配するかという問題にも直結する。 

以上を踏まえると，自治体は，自身の利得を大きくするために，企業の投資水準を適切に引

き出し全体の利得をいかに大きくするか，そして，そのうちのどれだけ自治体に分配されるか

を考えながら契約方式を選択しなければならない。 

3.3.2 モデルの基本的設定5 

 ここでは，自治体Gと企業Mとの間の契約を想定する。企業は質的投資 を行い，これにより

契約内容の質が    6改善する。ここで，質的投資とは，契約の財・サービスの内容・性質な

ど契約内容の質を高めるための投資であり，企業の有する特別な技術やノウハウなどが生かさ

れるような場合があたる。例えば，サービス向上のため企業側の創意工夫が重視される場合や，

芸術性の高い公共施設の建設，特別に利便性の高い建物を建てようとする場合などがこれに該

当する。また，企業は費用削減投資 を行い，これにより費用が    改善する。費用削減投資

とはコストを引き下げる投資のことで，効率的な人員配置や仕入れコストの削減の努力などが

これに該当する。 と をそれぞれ質的投資，費用削減投資が行われなかった場合に実現する

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5 企業は投資にあたり，契約内容の質的投資と費用を引き下げる費用削減投資という二種類の投資を行うと

仮定しているが，これはHart, Shleifer, Vishny(1997)における努力についてのquality innovationとcost innovation

を参考にしたものである。 
6 質的投資による契約内容の質の向上は，主観的判断となるためその評価は各人により異なる。したがって，

厳密にいえば，契約価値の向上は，        ( は攪乱項)となって確率変数となるが，分析の結果に影

響を与えないため，ここでは省略する。 
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標準的な契約内容の質または費用とすると，実現される契約内容の質は        ，費用は

        となる。 

なお，自治体と企業との間の情報は対称的であり，双方は危険中立的である。また，投資関

数    ，    はすべての企業において共通とし，                       ，     

                  とする。 

3.3.3 最適な投資水準 

自治体にとって最も望ましいのは，契約から発生する利得が最大化され，受注企業の利得が

ゼロになる状況である。以下，この状況を達成する投資水準を最適な投資水準とし，各契約方

式で選択される投資水準との比較を試みる。この最適な投資水準とは，3.3.2の設定から，以下

の最大化問題として示される。 

    
   

                       (3.1) 

 

これを解くと， 

   (  )    (3.2) 

   (  )    (3.3) 

 

となる。  ，  は，自治体利得が最大となる最適な投資水準である。 

3.3.4 入札による契約 

 一般競争入札と総合評価方式は入札による契約と位置づけられる。両者の特徴は，相手方選

択における競争性と入札価格による価格決定である。前者は相手方選択の場面で企業間の競争

があること，後者は落札した場合に入札価格がそのまま契約価格となることである。当事者間

の交渉によらず価格が決まるのは入札方式の重要な特徴といえよう。 

（１） 一般競争入札の分析 

一般競争入札とは，自治体が仕様を示し，不特定多数の者の間で価格競争をさせ，もっとも

低い価格を付けた者との間で契約を結ぶ契約方式である。 

ここでは価格競争が行われるため，企業は限界費用          で入札せざるをえず，

企業は費用最小化行動をとる。したがって，企業Mの行動は以下の最小化問題として定式化さ
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れる。 

    
 

           (4.1.1) 

 

これを解くと， 

     (4.1.2) 

          (4.1.3) 

  

となる。ここで   は一般競争入札で選択される費用削減投資である。以上より，(3.2)，(3.3)

と比較すると，一般競争入札の場合，費用削減投資の水準は最適な投資水準と同じく十分に行

われるが，質的投資はゼロとなり，実行されない。 

次に，一般競争入札をとった場合の自治体の利得について考察する。(4.1.1)(4.1.2)より，自治

体Gおよび企業Mの利得は，それぞれ以下のとおりである。 

 自治体G：      (  )      (4.1.4) 

 企業M ：0 (4.1.5) 

 

一般競争入札を選択すると，企業の質的投資は行われないため，その分契約全体から発生す

る利得は小さくなる一方，自治体は契約から発生する利得のすべてを得ることができる。以上

の分析から，一般競争入札について，以下の命題を得る。 

 

（命題１）一般競争入札 

① 一般競争入札を選択すると，費用削減投資は最適な投資水準と同じになるものの，質的

投資は実行されない。 

② 自治体は，契約から発生する利得のすべてを得る。 

 

（２） 総合評価方式の分析 

総合評価方式では，入札者に内容・性質等により申込み（技術提案）をさせ，これを自治体

があらかじめ定めた基準により評価し，企業はそれを踏まえ入札し，自治体は価格面を含めて
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もっとも高い評価を得た者を落札者として決定する。企業が行う技術提案は質的投資と考えら

れ，実際には，質的投資の決定，価格の入札，落札者の決定，費用削減投資の決定，という順

番に行われる。この一連の入札をゲームで示すと，第一段階に質的投資の決定，価格の入札が

行われ，落札者の決定後，第二段階で，費用削減投資が選択される二段階ゲームとなる。実際

には質的投資の決定後に価格を入札するが，この二つの選択の間には，何ら情報量などに変化

はないため，同時における決定として均衡を求めることができる。均衡はサブゲーム完全均衡

であるものとする。 

すなわち，企業Mは について事前投資をしたのち，入札価格 により入札する。そのうえで

競争手続において確率 で落札し，契約を締結して              の利益を得ること

ができる。一方，   の確率で落札できず，事前投資 が損失となる。ここで，落札確率 に

ついて，           とし，                         とする。これは総合評価方式

の競争手続の中で，質的投資 を高めて契約内容の質が上がれば落札確率が上がり，入札価格 

を高めれば落札確率が下がることを示している。また，競争参加企業数を 社とし，各企業は

対称的であるとする。 

① 投資水準の決定 

まず，費用削減投資 について考える。企業Mは，落札後，費用削減投資 を決める。これ

は以下の最大化問題に定式化できる。 

    
 

                 (4.1.2) 

 

となる。これを解くと 

          (4.2.2) 

 

となり，総合評価方式における費用削減投資  は  と一致する。ここで，以下の補題を得る。 

補題１ 総合評価方式では，企業の費用削減投資の水準は最適な水準と同じになる。 

次に，質的投資 と入札価格 の選択について考える。企業Mの期待利得は，

         (  (   (  )      ))                     であり，これは，  
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                  (  (   (  )    ))     (4.2.3) 

 

となり，これを   について解く。ただし，     は一階条件を満たす   である。 

             
     (  (   (  )    ))      (4.2.4) 

             (   (   (  )    ))                (4.2.5) 

  

ここで，(4.2.4)式の左辺の第１項は質的投資の限界利益を，第２項は質的投資の限界費用を

示し，限界費用と限界利益が等しくなるところで投資水準が  で決まる。また，(4.2.5)式の左

辺の第１項は    であることから入札価格qの限界損失を，第２項は入札価格qの限界利益を

示し，限界損失と限界利益が等しくなるところで入札価格  を選ぶ。 

 ここで分析の単純化のため，                 ，                  とする。 は

質の向上が追加的に高まることによる落札確率の上昇を示し， は入札価格を追加的に高める

ことによる落札確率の下落を示す。また，各企業は対称的であることから，    ⁄ となる。 

したがって，(4.2.4)，(4.2.5)は， 

        (   (   (  )    ))      (4.2.6) 

   (   (   (  )    ))   
 ⁄    (4.2.7) 

 

と書き換えられ，さらに(4.2.7)より    
  ⁄      (  )     となり，これを(4.2.6)に代

入すると 

    ⁄     ⁄           (4.2.8) 

 

 となる7。 

ここで，    ⁄ は総合評価方式の入札手続において，質と入札価格のどちらが落札確率に影

響を与えやすいかを示す。この値が高いということは，自治体がより質重視の財・サービスを

購入しようとしているということである。したがって，(3.2)と(4.2.8)より総合評価方式におけ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
7 (4.2.8)式より，均衡での企業の利潤は，        ⁄ となり，    の形状によっては負となる場合もあり得

るが，ここでは，    は十分に大きく，利潤が負となる場合はないものと仮定する。 
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る投資水準と最適な投資水準  との関係を図で示すと以下のようになる。 

図3-1：総合評価方式の投資水準 

          

 すなわち，    ⁄ が大きくなればなるほど，質的投資  の水準は大きくなる。ここから，以

下の補題を得る。 

補題２     ⁄ が大きければ大きいほど，すなわち，入札価格 が落札確率に与える影響に比

して, 質的投資 の水準が落札確率に与える影響が大きければ大きいほど，企業の質的投資水

準は高くなる。 

 これは，入札価格を高めて落札確率が低くなるより質的投資 による契約内容の質が向上し

て落札確率が高まるような状況では，企業は質的投資を増やし，逆に，質的投資 を高めて落

札確率が高まるより入札価格 を高めることで落札確率が低くなる状況であれば，質的投資を

減らすインセンティブをもつ。同時に，企業数が多く，競争性が担保されている状況で質的投

資水準を高めるには，   ⁄  を高める，すなわち，契約の財・サービスの質をより重視したほ

うがよいことも分かる。 

② 自治体の利得 

 次に，総合評価方式における自治体と企業の利得の分配を考える。(4.2.7)より， 

 自治体G：            ⁄  (   (  )    )  (4.2.9) 

 企業M  ： 
  ⁄     (4.2.10) 

 

となる。ここでは総合評価方式における企業の投資水準の決定が自治体利得にどのような影

響を与えるのか考察するため，   を自治体が総合評価方式の落札時に質の向上および価格の

β′(I)

1

0 I

MC

(t/S)(1/n)>1(t/S)(1/n)<1

I- If I+

β′(I)
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低下をどれほど重視しているかを示すものとする。また自治体の利得を  ，  ⁄   とすると，   

自治体の利得は以下のようになる。 

             (          )  {   ⁄      (  )     }  (4.2.11) 

 

まず，(4.2.12)を で偏微分すると， 

   
             (

 
 ⁄ ) (4.2.12) 

 

となる。ここで             ⁄   より，常に  
   となる。これは， が大きくなれ

ばなるほど  が大きくなることを示し，自治体が質を重視すればするほど価格に比して質が

落札確率に与える影響が大きくなり，これにより企業が投資を行うことで自治体の利得も大き

くなることが分かる。次に， (4.2.12)を で偏微分すると，  
             (  

  ⁄ )   
   ⁄ と

なり，これを整理すると， 

   
        

  ⁄ (          
 ⁄ )  (4.2.13) 

 

となる。       
      ⁄   より，(4.2.14)の右辺の括弧内の第１項は が大きくなること

で    ⁄ が小さくなり，それにより企業の質的投資水準が低くなったことによる自治体の利得

減少を示す。同じく第２項は が大きくなったことで価格が下落したことによる自治体の利得

増加を示す。すなわち，それぞれが価格競争を強めた場合のデメリットとメリットをあらわし

ており，これを図で示すと以下のようになる。 

図3-2：総合評価方式における価格競争の効果 

 

β ,I 　I′ I
β (I)

-⊿G

     G
1/sn

　　　G′
⊿G'

1/sn′

0 Ｉ
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図3-2で，ある     のもと，ある質的投資の水準 が選択され，この場合の自治体の利得を と

する。ここで を大きくし，価格競争を強めると価格が下落し，企業の利得の取分が     ⁄ か

ら      ⁄ に下落する。価格が下落することにより，自治体の利得は大きくなるように思われ

るが， を大きくすることで    ⁄ が小さくなり，質的投資も から  に下落する。結局，自治体

の利得は  となり， と  のどちらが大きいかは ⊿ と⊿ の大きさに依存し，一概にはいえ

ない。 

また，(4.2.10)より費用削減投資の効果については，すべて自治体に帰属することが分かる。

ここで，補題１，２と上記の分析から，以下の命題が得られる。 

 

（命題２）総合評価方式 

① 総合評価方式のもとでは企業の費用削減投資の水準は最適投資水準と同じになる。一方，

質的投資の水準は，契約の財・サービスと価格の双方が落札に与える影響により定まる。 

② 契約の質を重視するほど自治体の利得は大きくなる。しかし，価格を重視することによ

り自治体の利得は大きくなることも小さくなることもある。 

③ 費用削減投資の効果はすべて自治体に帰属する。 

 

一般的に契約の質を重視して企業の質的投資の水準を高めつつ，同時に価格を引き下げるた

め価格競争を重視すれば自治体の利得を大きくできると考えられがちであるが，モデル分析の

結果は必ずしもそうはならない場合があることを示している。したがって，総合評価方式にお

いて自治体利得を大きくするには，(t/s)をうまく定めること，すなわち，競争企業の数などの

状況も含めて質と価格の重視のバランスを適切にとることが決定的に重要であることが分か

る。しかしながら現実には，自治体側の能力等の諸事情から(t/s)をうまく設定することは容易

なことではない。さらに現行自治令は総合評価方式の評価基準の設定・審査に学識経験者を加

えた審議会を開くことを義務付けているが8，このコストは自治体の負担となるため，これが

相対的に無視できないほどに高価になる場合には却って自治体の得る利得を小さくしてしま

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8 自治令第167条の10の2第3項から第5項参照。 
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う。 

3.3.5  交渉による契約 

 交渉による契約とは，契約の内容・質または価格が当事の交渉によって定まる契約のことで

ある。随意契約がこれにあたることは言うまでもないが，一部に競争手続が導入されているコ

ンペ・プロポーザル方式も価格等は交渉により定まるので，交渉による契約と位置づけること

ができる。 

（１） 随意契約の分析 

随意契約とは，あらかじめ特定した相手方と契約する方式であり，特定の相手との間で内容，

質および価格について交渉を行い，契約を締結する手続きである。ここでは自治体Gと企業M

が交渉を行い，契約から発生する利得を分け合うと考えるが，その分配については，ナッシュ

交渉解9に従う。なお，両者の交渉力は等しいと仮定する。 

まず，外部機会について考えると，自治体Gの外部機会は   となる。これは，企業Mと

の交渉が決裂した場合，自治体Gは同種の財・サービスをM以外の者から調達しなければなら

ず，その場合，市場から標準的な品質および価格の財・サービスを購入すると考えられるから

である。また，企業Mの外部機会はゼロとする。これは，随意契約では質的投資も費用削減投

資も契約締結後に実行されるため，交渉決裂した場合に企業はそれらの投資を実行しないだけ

だからである。これを示したのが図3-3である。 

図3-3：随意契約の場合 

 

以上から，企業Mは自己の利潤を最大にする水準で投資水準   を決定するが，これは以下

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
9詳細については，岡田章「ゲーム理論」有斐閣(1997)等を参照。 

(B+β(I)) -I- (C -γ(E)+E)   

B-C 1/2

Ｇの外部機会

           自治体Ｇの取分        企業Ｍの取分

1/2

交渉により追加的に発生した利得
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のような最大化問題に定式化される。 

    
   

  
 ⁄ {                           } (5.1.1) 

 

これを解くと， 

          (5.1.2) 

          (5.1.3) 

 

となる。これを最適な投資水準の場合と比較すると，随意契約における質的投資  及び費用

削減投資  はいずれも最適な投資水準     と同じ水準となる。 

 以上より，随意契約を選択すると質的投資, 費用削減投資の水準はいずれも最適な投資水準

と同じとなる。ただし，交渉により発生した利得の分配は両者の交渉力により決まり，ここで

は等しいと仮定しているので以下のようになる。 

 自治体G： 
 ⁄ {( (  )    )  ( (  )    )}        (5.1.4) 

 企業M  ： 
 ⁄ {( (  )    )  ( (  )    )} (5.1.5) 

  

随意契約においては，利得の分配は企業と自治体の間の交渉により定まり企業側にも利得が

分配されるため，その分，自治体の利得の取分は小さくなる。このことは，随意契約を選択す

ると価格が高くなることを意味する。 

 

（命題３）随意契約 

① 質的投資が契約締結後に実行される場合に随意契約の方法を選択すると，企業の質的投

資，費用削減投資の投資水準は最適な投資水準と同じになる。 

② 利得は交渉により分配されるため，自治体と企業の交渉力が等しいという仮定の下では，

自治体と企業は，質的投資及び費用削減投資の効果を 1/2ずつ分け合う。 

 

（２） コンペ・プロポーザル方式 

コンペ方式とは，複数の企業から企画提案を募り，その優劣を判断し最も優れた提案をした



法と経済学会 ２０１２年度（第１０回）全国大会  

15 

企業を契約相手方として選ぶ方式であり，プロポーザル方式とは，業務内容等を企業に示した

うえで，企業が技術提案等を行い，自治体があらかじめ定めた評価基準に基づき，最適な相手

方を選択するものである。 

 ここでは，競争手続に参加する企業数を 社とし，自治体Gと企業Mのコンペ・プロポーザ

ル方式による取引を考える。まず，企業Mi(     )は，コンペ等の競争手続の中で質的投資

     を選択する。企業は契約締結前に企画提案または技術提案をしなければならないため，

この質的投資  は事前投資としてサンクする。そのときの企業Miが競争に勝つ確率を とする

が，     のとき    ⁄ となる。競争手続で勝った企業は自治体Gとの間で価格面を含めた

交渉により契約を締結し，その後，企業は費用削減投資 の水準を決定する。 

 これを展開ゲームで表すと図3-4のようになる。第１段階では，企業Miが質的投資水準  を決

定し，そのとき競争に勝つ確率は である。第２段階では，企業Miが費用削減投資 の水準を

決定する。そして，企業と自治体の契約は第１段階と第２段階との間で締結される。 

図3-4：コンペ・プロポーザル方式のゲーム 

 

以下ではこの展開ゲームを解き，サブゲーム完全均衡を求める。 

① 利得について 

契約の利得は交渉により分配されるが，ここではナッシュ交渉解に従い，自治体Gと企業

Miの利得を考える。 

まず，交渉における自治体Gの外部機会を     ，企業Miの外部機会を      とする。     と

は，自治体Gと企業Miとの交渉が破たんし，自治体Gが企業Mjと契約を結びなおすことで得ら

れる利得である。同様に，企業Mjと交渉した場合の自治体Gの外部機会を     とする。また，

企業の外部機会を      とし，企業Miがたとえ自治体Gと契約できなくても，企業Miに残る技

術など他者との取引で生かすことのできる投資効果とする。すなわち， は財の関係特殊性の

②費用削減投資E

企業Mi

企業Mi

①質的投資

自治体
契約する

契約しない
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程度を表すパラメータであり，     とする。   であれば完全に関係特殊的な投資効

果であり，   であれば完全に汎用的な投資効果となる。たとえば，情報システムを発注し

た場合に，ある自治体内の特別なルールを反映した仕様と他自治体でも利用できる汎用的な仕

様とでは，契約交渉が破たんした際に投資効果が無駄になるか否かという点で財の関係特殊性

が異なる。なお，自治体Gと企業Mの交渉力は等しいとする。 

以上より，交渉により追加的に発生する利得の増分は(       )             

 (  )        となる。したがって，ナッシュ交渉解により自治体G（発注者）の利得は， 

  
 ⁄ {(       )              (  )        } (5.2.1) 

 

となり，企業Miに分配される利得は， 

  
 ⁄ {(       )              (  )        }     (5.2.2) 

 

となる。これは図3-5のとおりである。 

図3-5：コンペ・プロポーザル方式 

 

 また，競争手続において企業Miが勝てる確率を                                   とする。

Miが投資  を大きくしてMiの契約価値を高めれば，Miが勝つ確率が高まり，Mjが投資  を大き

くしてMjの契約価値を高めれば，Miが勝つ確率が低くなることを示している。 

したがって， (     ) {  ((       )              (  )        )    ⁄ }  

    (     )       が企業Miの期待利得となり，これを整理すると 

  
 ⁄         {(       )              (  )        }     (5.2.3) 

 

(B+β(Ii)) - (C -γ(E)-E)  

B-C 1/2 1/2 Aβ(Ii)

Ｇの外部機会 Ｍの外部機会交渉による追加的な利得

自治体Ｇの取分 企業Ｍの取分
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となる。 

② 費用削減投資の決定について 

 まず，企業Miは自己の利潤を最大化するところで費用削減投資 の水準を決定する。これは，

以下の最大化問題として定式化される。 

    
 

 
 ⁄ {(       )              (  )        }     (5.2.4) 

 

 これを について解くと 

          (5.2.5) 

 

となる。コンペ・プロポーザル方式における費用削減投資の水準を  とすると，これは最適

な投資水準の  と同じになり，以下の補題を得る。 

補題３ コンペ・プロポーザル方式を選択すると，費用削減投資について企業は最適な投資

水準と同じ水準を選択する。 

これは，費用削減投資  の水準は契約締結後，すなわち，価格決定後に決まるため，企業は

最適投資水準を選択することを意味している。 

③ 質的投資の決定について 

費用削減投資 とは異なり，企業Miの質的投資水準  は，企業Mjとの競争手続の中で決定さ

れる。ここでは，MiとMjはそれぞれの投資水準を予想しながら，同時に，かつ独立してそれぞ

れの投資水準     を決める。このことは，企業Miと企業Mjとが の投資水準の決定において，

クールノー競争の状況にあるということを意味している。すなわち，企業Miは，企業Mjの投資

水準を  と予測しつつ，自己の利得を最大化するところで質的投資  の水準を決定する。した

がって，企業の投資水準の決定は以下の最大化問題として定式化され， 

    
  

 
 ⁄  (     ){(       )              (  )        }     (5.2.6) 

 

これを解くと 
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 ⁄ {           (       )  (   (  )    )   (  )         }

                                                                         
 ⁄  (     )             

 (5.2.7) 

 

となる。 

左辺の第１項は  の追加的投資により競争に勝つ確率が上昇した場合に得られる利益の増

分を示し，第２項は確率は一定のまま  の追加的投資により得られる利益の増分を示し，左辺

全体で  の追加的投資による限界利益を示している。一方，右辺は限界費用を示しており，限

界利益と限界費用が一致するところで，投資水準が決定されることがわかる。 

 ここで，(5.2.8)を  に対する  の反応関数とみて，企業Mjについても企業Miと同様に考えて 

を企業Mjについての落札確率ともみると，Mjの利潤最大化条件は， 

 

 
 ⁄ {           (   (  ))  (   (  )    )          (  ) }

                                                                         
 ⁄  (     )       (  )   

 (5.2.8) 

 

となる。したがって，(5.2.7)と(5.2.8)は，それぞれお互いの投資水準を前提としたうえで自身

が選択する最適反応の投資水準を示している。仮定から,各企業は対称であるから，投資水準

は，（5.2.7）と（5.2.8）が一致する投資水準  で均衡（ナッシュ均衡）する。すなわち， 

          (5.2.9) 

 

となる。 

 ここで，自治体の外部機会について，均衡では(5.2.9)より，       (  )       となり，

     は，自治体GがMjと交渉決裂した場合にMiとの取引により得る利益であるから，(5.2.1)

より                (   (  )    )        となり，これを(5.2.7)に代入すると10，

均衡では    ⁄ となることより， 

    (     )        
  ⁄               (5.2.10) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
10 ここでは二階条件も常に満たされているとする。 
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となる。これが，均衡における  の条件となる。 

以下では，この条件のもとで質的投資水準  が財・サービスの関係特殊性や質的投資の競争

性を考慮した場合にどのような水準となるか分析する。 

まず，   すなわち，契約の財・サービスが完全に関係特殊的である場合について分析す

ると，この場合の最大化条件は(5.2.10)より， 

  
  ⁄          (5.2.11) 

 

となる。ここで，   より，        が常に成り立つため，   の場合には最適な投

資水準と比較して常に過少投資水準となることがわかる。これは，契約の財・サービスが完全

に関係特殊的である場合は，交渉決裂の場合に企業は投資により得られた技術等を他の取引に

利用することができないため，企業は投資を進めるインセンティブをもたず，最適な投資水準

に比して過少投資となると解することができる。 

  次に   のとき，すなわち契約の財・サービスに代替性がある場合について考える。こ

こで，分析の簡単化のため，          を一定として，   (     )   とし， は質的投資をわず

かに増やした場合に競争に勝つ確率の上昇を示し，これが高いということは，質的投資の競争

性が高いということを意味するものとする。これを(5.2.10)に代入すると，        

 
  ⁄              となる11。これを   について全微分し，                      

 と二階条件より，これを整理すると， 

    
  ⁄   

        
  ⁄       

          
  ⁄             

   (5.2.12) 

 

となる。 

       ⁄ とは が大きくなればなるほど  が大きくなるということであり，関係特殊性が

強くなればなるほど投資  は小さくなることを意味する。これは，企業が関係特殊性の強い投

資を行うと当該自治体と契約を締結できなかった場合に他取引においても有用な技術等が企

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
11 ここで利潤最大化の二階条件を求めると，          

  ⁄               となる。 
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業側に残らないため企業は投資を躊躇する，いわゆる，ホールドアップ問題が発生する。 

 以上の分析を以下の補題にまとめることができる。 

補題４ 質的投資が完全に関係特殊的である場合，投資水準は常に過少となる。また，契約

の財・サービスの関係特殊性が強くなればなるほど，質的投資の投資水準は低くなる。 

 次に  について考える。まず   の場合を考えると，(5.2.10)より， 

  
  ⁄               (5.2.13) 

 

ここで     より，   のとき，左辺の係数は常に         ⁄ であることから，

        となる。したがって，この場合は最適な投資水準と比べ，常に過少投資となる。こ

れは質的投資が事前投資であるため，質的投資を高めても勝つ確率が変わらないときは，企業

は投資費用がサンクすることをおそれて投資を行わないと解することができる。 

さらに   のときを考える。(5.2.13)を    について全微分して，これを整理すると，

                          と二階条件より， 

 
   

  ⁄   
      

          
  ⁄             

   (5.2.14) 

 

となることが分かる。 

       ⁄ とは， が高まれば高まるほど投資水準が高くなることを示している。これは，

質的投資の競争性が高い，すなわち，わずかな追加的投資により競争に勝つ確率が高くなるよ

うな状況であれば，競争に勝つために企業は投資を大きくするインセンティブをもつ。一方，

質的投資の競争性が低い，すなわち，追加的投資により競争に勝つ確率が高まらない状況では，

企業は投資を小さくしてしまう。 

 以上の分析を以下の補題にまとめる。 

補題５ 質的投資を高めても競争に勝つ確率が変わらない場合は，常に過少投資となる。ま

た，質的投資の追加的投資により競争に勝つ確率が高くなる状況であればあるほど投資水準

は高くなる。 

 まとめると，コンペ・プロポーザル方式では，費用削減投資は最適な投資水準と同じになる
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ものの，質的投資は，契約の財・サービス関係特殊性や質的投資の競争性により過少水準から

過大水準までとりうることが分かる。 

④ 自治体の利得 

 (5.2.2),(5.2.11)より，コンペ・プロポーザル方式における自治体G及び企業Mが契約により得

ることのできる利得はそれぞれ以下のとおりである。 

 自治体G：(            )  (   (  )    ) (5.2.15) 

 企業M  ：          (5.2.16) 

 

(5.2.15)と(5.2.16)から，コンペ・プロポーザル方式にでは，企業は外部機会の利得しか得てい

ないことが分かる。また，費用削減投資の効果はすべて自治体に帰属していることも分かる。 

 以下では,    と自治体利得との関係を調べる。 

 まず ，すなわち，契約の財・サービスの関係特殊性の程度と自治体の利得との関係につい

て調べるが，その前提として質的投資  と自治体利得との関係を考える。自治体利得を  と

すると，       ，        より，      ⁄               となり，  が増加す

れば  も増加することが分かる。ここで，(5.2.15)は，           (     )     

 (  )     とあらわすことができ，これを で微分すると， 

    

  ⁄    (     )                    (5.2.17) 

 

となる。ここで，(5.2.21)の各項を解釈すると，右辺の第１項は関係特殊性が小さくなったこ

とによる自治体の利得の減少分を示し，第２項は関係特殊性が小さくなったことで投資水準が

高まったことによる自治体の利得の増加分を示している。(5.2.17)は，               

       ⁄         であることから，     ⁄ の符号は定まらない。したがって，Aが

大きくなること，すなわち，財の関係特殊性が小さくなることにより，自治体利得が大きくな

るか否かは，一概には言えないことが分かる。 

ただし，関係特殊性が強く，        となるような場合であれば，企業はそもそも競争

手続に参加しない。財・サービスの関係特殊性が強い場合にコンペ・プロポーザル方式を採用

すると契約自体成立しない可能性があり，このような場合には随意契約によるほかなくなる。 
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次に  について考察する。ここで自治体利得は           (     )      (  )  

   とあらわすことができ，                         より， 

    

  ⁄                      (5.2.18) 

 

となる。したがって，質的投資の競争性が高まるほど，企業は投資水準を高め，自治体の利

得も大きくなることが分かる。 

ここで，随意契約とコンペ・プロポーザルの自治体の得る利得の大きさを比較する。(5.1.3)

より随意契約の場合の自治体の利得は，  ⁄ {( (  )    )  ( (  )    )}       となる。

また，コンペ・プロポーザル方式をとった場合の利得は，(5.2.15)より，        (     )  

    (  )     となる。となる。したがって，(5.2.15)－(5.1.4)を求めると， 

       (     )    ⁄ {( (  )    )  ( (  )    )} (5.2.19) 

 

となり，これは，(5.2.19)>0であればコンペ・プロポーザル方式のほうが自治体の利得が大き

く，(5.2.19)<0であれば，随意契約のほうが自治体利得が大きくなることを示している。 

まず，( (  )    )  ( (  )    )，すなわち，質的投資の投資効果より費用削減投資の

投資効果が大きいとき，常に(5.2.19)>0が成り立つことが分かる。したがって，このような場合

は常に随意契約よりもコンペ・プロポーザル方式のほうが自治体の利得が大きくなる。 

次に( (  )    )  ( (  )    )，すなわち，費用削減投資の投資効果より質的投資の投

資効果が大きいときを考える。このとき， が十分に大きい，すなわち，質的投資の競争性が

十分に高く，      (     )    ⁄ {( (  )    )  ( (  )    )}となるような場合には，

(5.2.19)>0となるため，コンペ・プロポーザル方式のほうが望ましい。逆に， が小さい，すな

わち，質的投資の競争性が低く，      (     )    ⁄ {( (  )    )  ( (  )    )}とな

ってしまうような場合は，(5.2.19)<0となるため，随意契約のほうが望ましい。 

ここで，補題３，４，５と以上の分析から以下の命題を得る。 

 

（命題４）コンペ・プロポーザル方式 

① コンペ・プロポーザル方式をとると企業は費用削減投資について最適な投資水準と同水
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準を選択する。質的投資の投資水準については，質的投資の競争性や財・サービスの関

係特殊性により過少水準から過大水準まで選択しうる。 

② 契約の財・サービスの関係特殊性が低ければ低いほど企業の投資水準は高まるものの，

自治体の利得については，大きくなるとも小さくなるともいえない。ただし，関係特殊

性が強い場合，企業は競争手続きに参加しない可能性がある。 

③ 質的投資の競争性が高ければ高いほど企業の投資水準は高くなり，これに併せて自治体

の利得も大きくなる。 

④ 費用削減投資の利得は，自治体がすべて得ることができる。 

 

3.4 分析の結論 

 以上の分析から各契約方法の長所と短所をまとめると図3-6のようになる。 

図3-6：各契約方式の長所と短所 

 

まず，一般競争入札については競争手続の効果から自治体がすべての利得を得るものの，競

争が価格競争にとどまるため企業の質的投資はまったく行われない。その分，契約全体の利得

は小さくなることがあり，結果として自治体の利得も小さくなる。 

 次に総合評価方式については，費用削減投資による利得を自治体がすべて得ることができ，

また，評価基準を適切に設定し，質的側面と価格面の評価点の配分をうまく配分できれば，質

的投資の利得と価格をコントロールし，自治体の利得を最も大きくできる可能性がある。しか

し，評価基準の設定や配分を適切に行うことは実際には難しい場合があり，自治令で義務付け

られる学識経験者を含めた審査会の準備・開催の費用を取引費用と考えれば，却ってそのメリ

長所 短所

一般競争入札 利得はすべて自治体。 質的投資がゼロ。

随意契約
少額契約で最適。
常に最適投資水準。

企業と利得を分け合う。
（価格が高くなる可能性。）

総合評価方式
評価基準により自治体利得大。
費用削減投資の利得はすべて自治体。

コンペ・プロポ方式
費用削減投資の利得はすべて自治体。
質的投資の競争性大⇒自治体利得大。

評価基準の設定に難。
（取引費用大の可能性）

関係特殊性が高い⇒投資小・企業不参加。
質的投資の競争性小⇒自治体利得小。
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ットを減じてしまうおそれがある。 

 随意契約では，企業の費用削減投資及び質的投資のいずれの投資水準も最適な投資水準とな

り，契約全体から発生する利得は最大化する。しかし，交渉による取り分は双方の交渉力に依

存し，契約価格が高くなることにより自治体の利得が小さくなる可能性がある。ただし，少額

契約では，取引費用の観点から随意契約がもっとも優れた契約方法である。 

 コンペ・プロポーザル方式については，費用削減投資の利得はすべて自治体に帰属し，質的

投資の利得も，投資の競争性が高くなれば，自治体の利得の取分を大きくすることができる。

一方，財・サービスの関係特殊性が低くなると企業の投資水準は高まり，契約全体の利得は大

きくなるものの，これが自治体の利得を高めることになるかは一概に言えない。ただし，関係

特殊性の強い財・サービスであれば，企業は利得がマイナスとなり，契約自体が成立しない可

能性がある。 

 以上の内容をまとめ，各契約方式の選択を契約方式の望ましさという観点から整理すると以

下の図3-7のようになる。 

図3-7：各契約方式の関係 

 

 まず，少額契約については，取引費用の点から，随意契約を選択することが望ましい。少額

ではない契約は，質的投資が不要であれば一般競争入札が望ましく，質的投資が重要な契約で

は総合評価方式のほうが望ましい。しかし，質的投資が重要であっても総合評価の取引費用が

相対的に大きい場合には，随意契約かコンペ・プロポーザル方式を選択するほうがよい。随意

契約とコンペ・プロポーザル方式の関係については，以下のように整理できる。 

 

1 2 3 4
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図3-8 コンペ・プロポーザル方式と随意契約の関係 

 

まず，契約の財・サービスの関係特殊性の強い契約であれば，企業が競争手続に参加しない

ので，随意契約によるしかない。次に，それほど関係特殊性の強くない財・サービスについて，

質的投資効果に比して費用削減投資効果が大きい場合は，コンペ・プロポーザル方式が望まし

い。コンペ・プロポーザル方式では費用削減効果による利得のすべてを自治体が得るのに対し，

随意契約では当事者の交渉力によるからである。これに対し，費用削減投資効果より質的投資

効果の大きい契約について，質的投資の競争性が高い場合にコンペ・プロポーザル方式をとれ

ば企業の投資水準が高くなるとともに自治体の利得も大きくなるが，質的投資の競争性が乏し

い場合には，企業の投資水準が低くなるとともに自治体の利得も小さくなってしまうため，随

意契約のほうが望ましくなる。 

 

4 政策提言と自治令の解釈指針・改正試案の提示 

 

4.1 序 

以下では，4.2でこれまでの分析により得られた結論を政策提言にまとめ，4.3で，この政策

提言の内容をもとに現実に契約方式選択の根拠となっている自治令の新しい解釈論および改

正試案を示す。 

 

費用削減投資のほうが大
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4.2  経済学的分析による政策提言 

 契約方式選択について，これまでの経済学的分析により得られた結論を政策提言にまとめる

と，以下のようになる。 

 

(提言１)少額の契約であれば，随意契約を選択すべきである。 

（提言２）契約の財・サービスが，価格よりも契約内容の質の向上が重視されるような契約で

あれば，一般競争入札以外の方法を選択すべきである。 

（提言３）（提言２）のような契約の場合において，総合評価に係る評価基準の設定および評

価点の配分を適切かつ容易にできるのであれば，総合評価方式を選択すべきである。  

（提言４）総合評価に係る評価基準の設定及び評価点の配分が適切にできないとき，またはそ

の設定がきわめて高価となるような状況において，関係特殊性の大きい財・サービス

の場合は随意契約を選択すべきである。関係特殊性がそれほど大きくなく，費用削減

投資の効果が大きい場合は，コンペ・プロポーザル方式を選択すべきである。 

 

提言４の前段の例としては地域の特殊事情を反映したサービスや特定の政策と一体となっ

た事業に関する契約，後段の例として標準的な公共施設の指定管理などがこれにあたるだろう。 

 

（提言５）（提言４）のような状況において，財・サービスの関係特殊性がそれほど大きくな

く，かつ，費用削減投資の投資効果より質的投資の投資効果が大きい場合で，質的投資

の競争性が高いときは，コンペ・プロポーザル方式を採用し，質的投資の競争性が低い

ときは随意契約を採用すべきである。 

 

提言５の質的投資の競争性の高い例として，自治体をＰＲするＣＭなど企画重視の契約が挙

げられよう。また，低い例として，企業が特殊な技術を有していて，そのような財を提供でき

る企業が市場にわずかな場合などがこれにあたると考えられる。 

 



法と経済学会 ２０１２年度（第１０回）全国大会  

27 

4.3  契約方式に関する自治令の解釈・改正試案の提示 

4.3.1 各契約方式の根拠規定の内容 

自治法第234条第1項は，「一般競争入札」，「指名競争入札」，「随意契約」および「せり

売り」の4つを自治体が締結しうる契約方式としている。この中で同条2項により一般競争入札

が原則的手続であることが分かるが，自治令第167条の10の2に示されているようにこの「一般

競争入札」には総合評価方式も含まれていることに注意する必要がある。これに対して随意契

約は，この原則に対する例外的手続として位置づけられ，自治令第167条の2第1項各号でその

許容要件が限定的に列挙され，その内容は少額契約，契約の目的性質によるもの，緊急の場合，

政策目的によるもの等多岐にわたる。一方，コンペ・プロポーザル方式には法令上の根拠はな

く，随意契約を合理的に実施するため事実上の工夫という位置づけであって，法令上は随意契

約の一つと位置づけられる。 

4.3.2 各契約方式の要件規定及びその解釈論  

（１） 自治令第１６７条の１０の２の規定 

 総合評価方式の根拠となる自治令第167条の10の2で規定される「より難い」という文言は，

総合評価方式と一般競争入札を分ける基準となるとともに，総合評価方式を選択する要件とな

っている。しかし，この文言は漠然としており，解釈上も総合評価方式を選択することができ

るかについて明確な基準が与えられているとは言い難い。 

 

（２） 自治令第１６７条の２の規定 

 随意契約について規定する自治令第167条の2は，1号で少額契約の場合，2号で競争入札に適

しない等の場合，3号・4号で福祉目的・新商品開発など政策的理由による場合，5号で緊急時

の場合，6号で関連工事や連続する工事など競争入札が不利な場合，7号で時価に比して有利な

場合，8号で入札者・落札者不在の場合，9号で落札者が契約を規定している。全体的な規定の

特徴について述べると2号以外は随意契約ができる場合の要件が比較的明らかとなっているの

に対し，2号の契約の「性質又は目的」が「競争入札に適しない場合」という文言は甚だ不明

確で随意契約の許容性についての解釈上の中心的要件となっている。この要件は，かねてより

行政実務や多くの体系書・研究書でその内容の明確化の努力が払われているところであるが，
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以下では現時点におけるそれらの内容について確認し，検討を加えたい。 

「競争入札」の意義 

まずそもそも，2号の「競争入札に適しない」という規定の「競争入札」とは何かが問題で

ある。これについては総合評価方式が自治令に追加された平成11年改正前と改正後で分けて考

える必要がある。平成11年改正前は「競争入札」とはいわゆる一般競争入札または指名競争入

札のことであり，すなわち，「適しない」とは価格競争に適さないとの意味であった。これに

対し改正後は，法令上総合評価方式を含めて「一般競争入札」「指名競争入札」となったため，

これらを併せた「競争入札」という文言には，価格競争と価格以外の競争が含まれるものとな

ったと考えるべきである12。 

実務における「競争入札に適しない」の解釈論 

自治体の中には，財務規則や随意契約のガイドラインにより「競争入札に適しない」の要件

をさらに個別的かつ詳細に規定しているところもある。その内容は各自治体により様々である

が，主に国の会計法第29条や予算決算及び会計令第99条等の規定を参考にするもの，公共工事

に関する中央公共工事契約制度運用連絡協議会が示した随意契約ガイドラインに従うもの，昨

今の国の随意契約改革の通知等を参考とするものなどがある。自治体の中には，コンペ・プロ

ポーザル方式により相手方を決定した場合を「競争入札に適しない」場合に付け加えるものも

あるが，これは随意契約との区別を意識しないもので妥当ではない。 

裁判例における「競争入札に適しない」の解釈論 

それでは，裁判所により「競争入札に適しない」という文言の意味内容が明らかにされてい

るといえるだろうか。碓井光明教授によれば，裁判所における本規定についての判断方法には

主に三つの流れがあるという13。 

一つ目14は裁量説といわれ，自治体の裁量的判断をきわめて重視したものであり，いわゆる

行政行為の裁量論に従った判断方法である。そこでは，「競争入札に適しない」の判断は裁量

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
12高柳岸夫・有川博共著「官公庁契約精義（平成22年度増補改訂版）」(2010)全国官報販売協会651頁参照。

この点を明確に指摘した体系書はあまりない。 
13 判例の分析については，碓井光明著「公共契約法精義」信山社(2005年)204頁～（以下，「碓井・精義」）

に全面的に負う。 
14東京地裁昭和45年1月19日（行集21巻1号1頁）。 
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事項であり，その裁量権の限界として「住民全体の福祉の増進という政治目的を逸脱して権限

の濫用若しくは踰越に該当」すること，「裁量権の範囲内にとどまるとしても，著しく不公正

にわたる場合」としているが，その限界は具体的に明らかになっていない。二つ目15は実質基

準説ともいわれるもので，「競争入札に適しない」の内容について，「公有財産に関する住民

の経済的利益の確保」と「処分の公正」性により実質的に判断すべきとする。単なる裁量判断

より一歩踏み込んでいる点は評価できるものの，「住民の経済的利益」とは何かが具体的に示

されておらず，また「処分の公正」という文言も漠然としており，契約方式選択における明確

な基準を示しているとは言い難い。三つ目16は合理的裁量判断説ともいわれ，契約担当者の裁

量を肯定しつつ，その判断として当該自治体の利益の増進につながるか否かを基準とするもの

で，前二者のの中間にある考え方とされる。この裁判例は「競争入札に適しない」の判断につ

いては考慮要素とすべきものを契約目的や相手方について多くあげていて参考となるものの，

結局のところ，諸般の事情を考慮してケースごとに判断すべきというものに近く，契約方式選

択について明確な基準を示しているとはいえない。 

以上のように，裁判例ではいくつかの考え方が展開されているものの，明確な判断基準とな

り得る判例の準則のようなものが確立しているとはいえない。また，碓井教授の指摘にもある

ところであるが17，これらの裁判例はいずれも総合評価方式が自治令に規定される前の判断で

あり，ここで展開される「競争入札に適しないとき」の解釈論は，平成11年改正前の一般競争

入札と随意契約の関係を念頭にしたもので，現時点における解釈論として通用するかはやや疑

問である。 

4.3.3  問題点と解釈指針・改正試案の提示 

以上から，現行の自治令の要件規定が抱える問題点は以下の3つにまとめることができる。

一つは，自治令第167条の10の2第1項の「より難い」の意味が明らかでないことから，一般競

争入札と総合評価方式の選択基準が不明確となっている。二つには，自治令第167条の2の「競

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
15静岡地判昭和51年4月1日（行集27巻4号489頁）。 

16最判昭和62年3月20日（民集41巻2号189頁）。この原審の判断については福岡高判昭和57年3月4日(判時1054

号79頁) 
17 碓井・精義207頁。 
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争入札に適しない」の意味内容が同様に不明であることから，競争入札と随意契約の選択基準

が明確ではなくなっている。さらに，コンペ・プロポーザル方式の根拠規定を欠いてしまって

いることから，この契約方式の位置づけが不明であり，選択基準も不明確となっている。 

それでは，これらの問題を解決する各規定の解釈論について述べる。まず，自治令第167条

の10の2第1項の「より難い」という文言は一般競争入札と総合評価方式を分け，総合評価方式

を選択する基準となるので，4.2の(提言２)より「契約の財・サービスが，契約内容の質の向上

を重視する契約」であり，かつ(提言３)より「総合評価に係る評価基準の設定および評価点の

配分を適切かつ容易にできる場合」を解釈の指針と考えるべきである。 

次に，自治令第167条の2第1項第2号の「競争入札に適しないとき」という文言は，一般競争

入札と総合評価方式を含めた「入札による契約」と，コンペ・プロポーザル方式・随意契約を

含めた「交渉による契約」を分け，後者を選択する基準と考えるべきである。したがって，(提

言２)より，「契約の財・サービスが，契約内容の質の向上を重視する契約」であり，かつ(提

言３)より「総合評価に係る評価基準の設定及び評価点の配分が適切にできないとき，または

きわめて高価であるような状況」を解釈の指針と考えるべきである。 

さらに，コンペ・プロポーザル方式の位置付けを明らかにするため，規定上の根拠を与える

ために以下のような改正を考えるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この新設された第2項の「不利と認められるとき」の解釈のとして，(提言４)と(提言５)に

従い，「関係特殊性の強い契約か，または，関係特殊性のそれほど強い契約ではない場合であ

っても，質的投資の投資効果が費用削減投資の投資効果より大きく，かつ，質的投資の競争性

自治令第167条の２  地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次

に掲げる場合とする。（1号～9号略）  

２ 前項第2号の規定により随意契約を締結するときは，コンペ方式，プロポーザル方式またはこれ

に類する手続きにより契約者を選定しなくてはならない。ただし，これらの手続きに付すことが不利

と認められるときは，この限りではない。（以降，項ずれ。3項以降略） 
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が低いとき」を指針として，この文言を解釈すべきである。 

 

5 結び  

本研究は，ミクロ経済学の中の契約理論を用いて，自治体の契約方式選択に係る現行自治令

の規定及び解釈論の内容を理論的視点から評価し，特に行政の現場ではこれまでほぼ直観にた

よっていたその判断に多少なりとも明確な判断基準とその理論的根拠を与えたものである。現

実を説明するうえでのモデルの仮定の妥当性，理論により与えられた結論の実証性などいくつ

か検討が不十分な点はあるが，これらは今後の課題としたい。 
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